
広報とちぎ　２月号２０１５（平成２７）年１月２０日　発行

口座振替の新規申込手続きが
便利になりました

6

　

要
介
護
認
定
（
要
介
護
１
か

ら
5
）
を
受
け
た
65
歳
以
上
の

方
で
、
身
体
等
の
状
況
が
障
が

い
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
と
同

等
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
障

が
い
者
控
除
対
象
者
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

認
定
を
受
け
る
と
、
本
人
ま
た

は
扶
養
者
の
確
定
申
告
や
市
県

民
税
申
告
の
際
に
、
障
が
い
者

控
除
ま
た
は
特
別
障
が
い
者
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
申
告
の
際
は
認
定
書
の
提
示
が

必
要
）。認
定
を
希
望
す
る
方
は
、

左
記
の
問
合
先
の
窓
口
に
て
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

介
護
保
険
証
（
黄
色
）

印
鑑
（
申
告
す
る
方
及
び
要
介

護
認
定
者
本
人
の
も
の
）

○
既
に
各
種
障
が
い
者
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
申

請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
認
定
書
は
後
日
郵
送
（
即
日

交
付
は
で
き
ま
せ
ん
）

◆
問
合
先

　

 

介
護
保
険
課
☎
（21）
2
2
5
3

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（45）
1
7
8
8

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（62）
0
9
0
4

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（29）
1
1
0
3

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（92）
0
3
1
0

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（55）
7
7
8
0

要
介
護
認
定
者
に
係
る

  
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認
定

本大藤都西岩
　

次
の
方
は
、
所
得
が
な
い
場

合
で
も
前
年
の
所
得
を
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

①
国
民
年
金
保
険
料
全
額
免

除
・
納
付
猶
予
を
継
続
承
認
さ

れ
て
い
る
方

　

日
本
年
金
機
構
が
前
年
の
所

得
に
よ
っ
て
全
額
免
除
・
納
付

猶
予
の
審
査
を
行
い
ま
す
。
申

告
を
し
な
い
と
、
審
査
が
で
き

所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い

ず
に
却
下
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
継
続
承
認
さ
れ
て
い
る
方

は
、
国
民
年
金
保
険
料
免
除
申

請
書
の
提
出
不
要
で
す
。

②
20
歳
前
障
害
に
よ
り
障
害
基

礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

（
年
金
コ
ー
ド
6
3
5
0
・

2
6
5
0
の
方
）

　

受
給
者
に
は
所
得
の
制
限
が

あ
り
ま
す
。
前
年
の
所
得
に
よ

り
、
年
金
が
全
部
停
止
ま
た
は

一
部
停
止
に
な
り
ま
す
。
所
得

の
申
告
を
し
な
い
と
、
審
査
が

で
き
ず
に
年
金
が
一
時
差
止
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
参
考
）
今
年
度
は
、
所
得
が
約

3
6
0
万
円
以
上
で
一
部
停

止
、
約
4
6
2
万
円
以
上
で
全

部
停
止
（
扶
養
人
数
が
0
人
の

場
合
）

◆
問
合
先

　

 

保
険
医
療
課
☎
（21）
2
1
3
4

　

 

生
活
環
境
課
☎
（43）
9
2
1
6

　

 

生
活
環
境
課
☎
（62）
0
9
0
3

　

 

生
活
環
境
課
☎
（29）
1
1
0
2

　

 

生
活
環
境
課
☎
（92）
0
3
0
7

　

 

生
活
環
境
課
☎
（55）
7
7
6
2

本大藤都西岩本大藤都西
平
日
夜
間
、

　
　
休
日
納
税
相
談
窓
口

　

こ
の
機
会
に
納
付
・
相
談
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
納
期
限
内

で
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◆
期
間

本
庁

1
月
26
日
（
月
）
〜
30
日
（
金
）

17
時
15
分
〜
19
時

2
月
1
日
（
日
）
9
時
〜
16
時

各
総
合
支
所

1
月
30
日
（
金
）
17
時
15
分
〜
19
時

2
月
1
日
（
日
）
9
時
〜
16
時

◆
問
合
先　

　

 

収　

税　

課
☎
（21）
2
2
8
1

　

 

税　

務　

課
☎
（43）
9
2
0
8

　

 

税　

務　

課
☎
（62）
0
9
0
2

　

 

税　

務　

課
☎
（29）
1
1
0
1

　

 

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　

☎
（92）
0
3
0
4

　

 

税　

務　

課
☎
（55）
7
7
5
3

岩

本

◇
口
座
振
替
の
種
類

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
で

　

正
規
の
期
間
内
に
申
請
出
来

な
か
っ
た
方
の
追
加
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。
今
回
申
請
し
な

か
っ
た
場
合
、
1
年
分
の
全
量

交
付
が
出
来
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
申
請
に
必
要
な
も
の
に

つ
い
て
は
広
報
と
ち
ぎ
12
月
号

を
参
照
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

3
月
5
日（
木
）、3
月
6
日（
金
）

9
時
〜
11
時
30
分
、
13
時
〜
16
時

◆
場
所
　
下
都
賀
庁
舎
第
2
福

利
厚
生
棟
2
階
会
議
室（
神
田
町
）

◆
問
合
先

栃
木
県
税
事
務
所

　
　
　
　
　

  

☎
（23）
6
8
8
2

農
業
用
免
税
軽
油
に
係
る

一
括
交
付
期
間
後
の
申
請
に
つ
い
て

　

春
休
み
期
間
中
の
み
の
学
童

保
育
利
用
申
込
み
の
受
付
を
し

ま
す
。

※

現
在
、
学
童
保
育
を
利
用
し

て
い
る
方
は
、
改
め
て
申
し
込

み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
対
象

栃
中
央
小
、
栃
三
小
、
栃
四
小
、

栃
五
小
、
南
小
、
大
宮
北
小
、

吹
上
小
、
皆
川
城
東
小
、
千
塚

小
、
大
平
、
藤
岡
、
都
賀
、
岩

舟
地
域
内
各
小
学
校
通
学
区
域

内
学
童
保
育

◆
定
員

定
員
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

お
申
込
み
い
た
だ
い
て
も
利
用
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
申
込
・
問
合
先

2
月
16
日
〜
2
月
27
日　

 

こ
ど

も
課
、各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

※

申
込
用
紙
は
本
庁
、
各
総
合

支
所
及
び
各
学
童
保
育
に
あ
り

ま
す
。（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
詳
し

く
は
、　

 

こ
ど
も
課
（
☎
（21）
2

2
2
3
）
へ

春
休
み
期
間
中
の

　
学
童
保
育
利
用
に
つ
い
て

本

本

　

国
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
不

育
症
と
診
断
さ
れ
医
師
に
よ
る

不
育
症
治
療
を
受
け
た
夫
婦
に

対
し
、
医
療
保
険
適
用
外
の
治

療
費
の一部
を
補
助
し
ま
す
。

★
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
直

接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先

　

 

保
険
医
療
課
☎
（21）
2
1
3
7

栃
木
市
不
育
症
治
療
費

　
　
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

本

本

　

国
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
不

妊
治
療
を
受
け
た
夫
婦
に
対
し
、

医
療
保
険
適
用
外
の
治
療
費
の一

部
を
補
助
し
ま
す
。

栃
木
市
不
妊
治
療
費

　
　
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

　

巡
回
相
談
を
活
用
く
だ
さ

い
！

　

と
ち
ぎ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョン
セ

ン
タ
ー
が
医
師
（
整
形
外
科
）
と

リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
に
よ
る
相
談
会

（
障
が
い
に
つ
い
て
の
医
療
相
談
・

リ
ハ
ビ
リ
相
談
な
ど
）
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
相
談
の
内
容
に
応

じ
て
理
学
療
法
士
や
作
業
療
法

士
、
言
語
聴
覚
士
、
保
健
師
が

専
門
的
な
助
言
も
あ
り
ま
す
。

◆
日
時

身
体
障
が
い
者

　
　
巡
回
相
談
の
お
知
ら
せ

　

障
が
い
の
状
態
や
種
類
・
程

度
、
介
護
の
必
要
性
な
ど
条
件

に
合
う
場
合
は
手
当
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
下
記
に
問
合
せ
下

さ
い
。

　

 

社
会
福
祉
課
☎
（21）
2
2
0
3

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（45）
1
7
8
8

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（62）
0
9
0
4

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（29）
1
1
0
3

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（92）
0
3
0
9

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（55）
7
7
5
9

大藤都西岩

所得が一定以上ある時
児童が施設に入所した時

所得が一定以上ある時
施設に入所した時
病院、診療所に3ヶ月
以上入院した時

20歳未満の中程度以上の障がい児を
持つ親、養育者 1級…月額49,900円

2級…月額33,230円

月額 26,000 円

手当名 対象者・支給月額 支給制限等

特別児童
扶養手当

在宅の20歳以上で、常時特別な介
護を要する重度障がい者の方

特別
障がい者
手当

所得が一定以上ある時
児童が施設に入所した時

月額 14,140 円

在宅の20歳未満で、常時特別な介
護を要する重度障がい児の方障がい児

福祉手当

なし
月額3,000 円

一般特定疾患者医療受給者証、小
児慢性疾患特定疾患者医療受診券
をお待ちの方

特定疾患者
介護手当

所得が一定以上ある時
児童が施設に入所した時

月額 3,000 円

重度の障がい児の保護者
身体障害者手帳 1級、2級
療育手帳A1、A2等

重度障がい
児支援手当

障
が
い
の
手
当
申
請
の
お
知
ら
せ

本

2
月
19
日
（
木
）　

14
時
〜
16
時

◆
場
所
　
佐
野
市
田
沼
中
央
公

民
館
（
佐
野
市
戸
奈
良
町
）

◆
対
象
　
身
体
障
が
い（
肢
体

不
自
由
）の
あ
る
方

◆
参
加
費
　
無
料

◆
定
員
　
若
干
名
（
先
着
順
）

◆
申
込
・
問
合
先

2
月
9
日
ま
で

　

 

社
会
福
祉
課
☎
（21）
2
2
0
3

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（45）
1
7
8
8

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（62）
0
9
0
4

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（29）
1
1
0
3

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（92）
0
3
0
9

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（55）
7
7
5
9

本大藤都西岩

本
　

75
歳
の
誕
生
日
か
ら
、
そ
れ

ま
で
の
健
康
保
険
を
抜
け
て
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
り
ま

す
。
75
歳
の
誕
生
日
前
に
『
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
』

を
郵
送
し
ま
す
。
保
険
料
の
通

知
は
誕
生
月
の
翌
月
以
降
に
郵

送
し
ま
す
。

　

 

保
険
医
療
課
☎
（21）
2
1
3
7

75
歳
の
誕
生
日
を

　
　
　
　
　
迎
え
る
方
へ

　12月より『マルチペイメントネットワークシステムによる口座振替受付サービ
ス』により、口座振替の新規申込みが、キャッシュカードと暗証番号入力によ
り市役所窓口で簡単にできるようになりました。お申込みしやすくなった口座
振替を、是非ご利用ください。
【受付場所】　市役所本庁舎
　　　　　　・国民健康保険税…保険医療課
　　　　　　・市税全般
　　　　　　　（後期高齢者医療保険料、介護保険料を含む）…収税課
　　　　　　・市営住宅使用料…建築課
　　　　　　・奨学資金返還金…教育総務課
　　　　　　受付時間　8時30分～17時15分
　　　　　　※延長窓口を行っている場合は、平日19時まで
　　　　　　※3月及び4月の土曜開庁日は、17時まで（予定）
【利用に必要にもの】
○金融機関のキャッシュカード
○国民健康保険被保険者証または運転免許証等の身分証明書
※キャッシュカードの利用は、個人の普通預貯金口座に限ります。貯蓄預金、
代理人カード、法人カード、ローンカード、クレジットカード等は利用でき
ません。
【利用可能な金融機関】
足利銀行、中央労働金庫※平成26年12月１日現在
◆問合先　   保険医療課☎（21）2132

口座振替の新規申込手続きが
便利になりました

①
2
年
前
納  

2
年
分
の
保
険

料
を
4
月
末
に
一
括
引
落
。
毎

月
現
金
で
納
付
し
た
場
合
に
比

べ
、
約
1
4,
0
0
0
円
割
引
。

②
1
年
前
納  

1
年
分
の
保
険

料
を
4
月
末
に
一
括
引
落
。
毎

月
現
金
で
納
付
し
た
場
合
に
比

べ
、
約
3,
8
0
0
円
割
引
。

③
6
ヶ
月
前
納  

6
カ
月
分
の
保

険
料
を
4
月
末
と
10
月
末
に一括

引
落
。
毎
月
現
金
で
納
付
し
た

場
合
に
比
べ
、
約
2,
0
0
0
円

割
引
。

④
毎
月
振
替
（
早
割
）  

当
月
分

保
険
料
を
当
月
末
に
引
落
。

月
々
50
円
割
引
。

◇
口
座
振
替
の
申
込
み

　

納
付
書
又
は
年
金
手
帳
、
通

帳
、
金
融
機
関
届
出
印
を
持
参

の
う
え
、
口
座
振
替
申
出
書
を

年
金
事
務
所
又
は
利
用
に
な
る

金
融
機
関
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
出
書
は
、
年
金
事
務
所
、

金
融
機
関
に
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
。
2
年
前
納
・
1
年
前
納
・

6
ヶ
月
前
納
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
年
金
事
務
所
に
2
月
末
必

着
で
す
。

※

平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
及
び
割
引
額
は
未
定
で
す
。

栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
6
0
7
4

★
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
直

接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先

　

 

保
険
医
療
課
☎
（21）
2
1
3
7

栃木市
マスコットキャラクター

とち介


